
「
携
帯
・
ス
マ
ホ
等
の
使
わ
せ
方
」
宣
言

現
在
、
小
中
高
生
の
情
報
ツ
ー
ル
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
移
り
、
子
ど
も

達
の
間
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
主
と
し
た
ト
ー
ク
ツ
ー
ル
が
電
話
機
能
を
上
回
る

現
状
が
あ
り
ま
す

こ
れ
ら
の
ト
ー
ク
ツ
ー
ル
に
は
ま
っ
て
睡
眠
不
足
」
「
誤
解

に
よ
る
人
間
関
係
の
悪
化
」
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
い
じ
め
」
「
個
人

情
報
の
流
出
」
な
ど
ト
ラ
ブ
ル
が
続
出
し
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。
ま
た
、
生

活
面
だ
け
で
な
く
、
学
習
習
慣
の
乱
れ
や
携
帯
・
ス
マ
ホ
関
わ
っ
て
の
犯
罪
被

害
は
増
加
の
一
途
で
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
、
携
帯
・
ス
マ
ホ
時
代
の
脅
威
に
対
す
る
予
防

策
や
対
応
策
を
考
え
る
こ
と
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
こ
こ
に
決
意
を
新
た
に
し
、
子
ど
も
一
人
一
人
の
学
習
権
や
生

活
権
を
守
る
た
め
、
次
の
決
議
事
項
を
、
家
庭
に
お
い
て
親
子
で
確
認
す
る
こ

と
を
宣
言
し
ま
す
。

決

議

一
、
携
帯
や
ス
マ
ホ
を
持
た
せ
る
場
合
は
、
目
的
を
は
っ
き
り
さ
せ
ま
す
。

（
契
約
者
は
保
護
者
で
す
。
そ
れ
を
子
ど
も
に
貸
し
て
い
ま
す
。
）

二
、
家
庭
の
ル
ー
ル
を
つ
く
り
、
子
ど
も
任
せ
に
し
ま
せ
ん
。

（
ル
ー
ル
を
教
え
る
こ
と
は
保
護
者
の
責
任
で
す
。
）

三
、
直
接
会
っ
て
話
す
こ
と
、
顔
を
見
て
話
す
こ
と
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。

四
、
ル
ー
ル
が
守
れ
な
い
時
や
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
時
は
、

保
護
者
が
一
緒
に
考
え
、
よ
い
方
法
を
見
つ
け
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

小
郡
中
学
校
保
護
者
教
師
会

ＳＮＳ(ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽの略)

LINE や Facebook、ツイッター等の、

主に友人・知人とのコミュニケーショ

ンを拡げるためのサービス


